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史
料
紹
介
　
琉

球

の
木

簡

二
題

一　

久
米
島
上
江
洲
家

の
伝
世
木
簡

現
在
、
沖
縄
県
立
博
物
館
に
は
、
か
つ
て
沖
縄
県
具
志
川
村
の
上
江
洲
家
に

保
管
さ
れ
て
い
た
木
簡
二
点
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
当
博
物
館
で
は

一
九
九
三

年

一
月
に
久
米
島
の
上
江
洲
家
の
調
査
を
行

っ
た
が
、
そ
の
際
、
寄
託
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
文
書
類
（上
江
洲
家
文
書
）
と
と
も
に
博
物
館
に
逗
び
込
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。

Ａ

・
西
平
殿
内
　
　
　
　
　
　
　
久
米
具
志
川
間
切

ｏ
御
取
次
衆
　
　
　
　
　
　
　
盛
永
筑
登
之

ｏ

・
七
月
十
日

ｏ
御
茶
　
　
　
　
　
　
　
　
士官
個
　
　
　
ｏ

Ｂ

・
富
盛
殿
内
　
　
　
　
　
　
　
久
米
具
志
川
間
切

ｏ
御
取
次
衆
　
　
　
　
　
　
　
盛
永
筑
登
之

ｏ

・
七
月
十
日

ｏ
御
茶
　
　
　
　
　
　
　
　
士τ
個
　
　
　
ｏ

山

里

糸屯

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
一
百
〔と
も
縦

一
五

・
四
師
、
横
四
伽
、
厚
さ
○

・
五
釦

の
短
冊
型
の
杉
板
に
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
上
部
と
下
部
の
二
箇
所
に
穿
孔
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
お
茶
の
進
上
に
関
わ
る
も
の
で
、
差
出
人
は
具
志
川
間
切
の
盛

永
筑
登
之
で
、
宛
先
は
西
平
殿
内
と
富
盛
殿
内
の
御
取
次
衆
と
な
っ
て
い
る
。

裏
は
両
方
と
も
全
く
同
じ
で
、
日
付
と
進
上
物
の
名
称
お
よ
び
数
量
が
記
さ
れ

て
い
る
。

間
切
は
今
の
村
に
相
当
し
、
貢
納
負
担
の
単
位
で
あ
る
。　
一
般
に
間
切
に
は

接
司
地
頭
と
総
地
頭
を
置
き
、
間
切
内
の
各
村
に
は
脇
地
頭
が
置
か
れ
た
。
久

米
島
は
具
志
川
と
仲
里
の
二
間
切
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
辞
令
書

・
『毛
姓
家

説
選

・
『琉
球
藩
臣
家
禄
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
廃
藩
置
県
前
の
具
志
川
問
切
の

按
司
地
頭
は
伊
江
王
子
朝
直
、
総
地
頭
は
西
平
親
方
で
、
仲
里
間
切
の
場
合
は

按
司
地
頭
が
仲
里
按
司
、
総
地
頭
は
富
川
親
方
盛
奎
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
首
里

に
住
み
、
い
わ
ば
領
主
的
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
際
の
間
切
の
行
政
は
在
番

が
派
遣
さ
れ
職
務
を
代
行
し
た
。
在
番
の
監
督
の
下
で
行
政
に
た
ず
さ
わ
る
地

方
役
人
の
筆
頭
格
が
地
頭
代
で
、
上
記
の
本
簡
が
伝
世
さ
れ
た
上
江
洲
家
は

代
々
こ
の
地
頭
代
を
勤
め
た
旧
家
で
あ
る
。
上
江
洲
家
で
は
上
級
の
職
に
就
く



久米島上江洲家の伝世木簡

ま
で
の
間
、
盛
永
を
称
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
上
江
洲
家
の
家
譜
で
あ

る

『美
済
姓
家
譜
』
に
掲
載
さ
れ
た
書
付
に
よ
れ
ば
、
当
時
二
六
歳
と
推
定
さ

れ
る

一
〇
世
の
智
俊
が

「盛
永
に
や
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
上
江
洲
家
文

書
に
は
盛
永
筑
登
之
が
書
い
た
同
治

一
二
年

（
一
八
七
三
、
明
治
工Ｃ

の

「仕
明

手
形
控
」
や
、
「嫡
子
当
歳
三
十
八
大
田
掟
　
盛
永
筑
登
之
」
と
書
か
れ
た
光

緒
元
年
乙
亥

（
一
人
七
五
、
明
治
八
）

一
一
月
二
四
日
の
亡
父
上
江
洲
親
雲
之
三

年
忌
の

「御
祭
文
」
等
が
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
木
簡
の
差
出
人
の
盛
永
筑
登

之
は
、　
一
一
世
の
跡
継
ぎ
と
な
っ
た

一
人
三
八
年

（天
保
九
）
生
ま
れ
の
上
江

洲
智
綱
で
あ
る
が
、
木
簡
の
差
出
人
の
盛
永
筑
登
之
が
こ
れ
と
同

一
人
物
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
や
問
題
も
あ
る
が
、
木
簡
の
年
代

は
お
お
む
ね
明
治
初
年
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

殿
内
と
は
親
方
な
ど
の
邸
宅
の
こ
と
で
、
Ａ
の
西
平
殿
内
は
具
志
川
問
切
総

地
頭
西
平
親
方
の
邸
宅
で
、
Ｂ
の
富
盛
殿
内
は
当
時
東
風
平
間
切
富
盛
村
を
領

有
す
る
脇
地
頭
で
あ
っ
た
富
盛
親
方
の
邸
宅
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で

『美
済
姓
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
清
代
の
同
治
三
年

（
一
人
六
四
）

五
月
、
手
製
の
お
茶

一
斤
を

「惣
地
頭
」
へ
進
上
し
た
と
こ
ろ
、
御
城
へ
献
上

さ
れ
、
風
味
が
よ
い
と
悦
ば
れ
褒
美
と
し
て
書
付

一
通
と
回
分
煙
草

一
斤
を
賜

わ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
は
毎
年

一
斤
ず
つ
献
上
す
る
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ

て
い
る
。
翌
年
も
同
様
に

「惣
地
頭
」
へ
進
上
し
た
お
茶
が
御
城
へ
献
上
さ
れ
、

自
木
綿
布

一
反

。
国
分
煙
草
二
斤

・
扇
子
二
本

・
白
麻

一
束
を
賜
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
同
治
七
年

（
一
人
六
八
）

一
二
月
に
、
富
川
殿
内
へ

『感
応
篇
』
（正
確
に
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は

『太
上
感
応
篇
影

拝
借
の
お
礼
と
し
て
手
製
の
お
茶

一
重
を
進
上
し
た
と
こ

ろ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
護
得
久
按
司
や
宜
野
湾
親
方
等

一
五
人
に
差
し
進
め
て
い

た
だ
き
、
翌
年
、
富
川
殿
内
か
ら
扇
子
二
本
と
白
麻

一
〇
帖
、
そ
の
他
の
方
々

か
ら
は
直
筆
の
詩
歌
を
賜
わ

っ
た
と
あ
る
。

上
江
洲
家
が
茶
木
の
植
え
付
け
を
始
め
た
の
は
五
世
の
智
源
の
時
、
康
熙

一

二
年

（
三
ハ
七
一こ

の
こ
と
で
あ
る
。
茶
木
も
漸
く
盛
生
し
た
頃
の
差
正
四
年

全

七
一
一六
）
に
は
、
王
府
の
書
院
か
ら
毎
年
五
斤
を
御
近
習
御
用
に
進
上
す

る
よ
う
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
茶
園
は

「東
坂
山
」
と
名
づ
け
ら

れ
、
姦
正
八
年

（
一
七
一一一〇
）
に
永
代
預
か
り
と
な

っ
た
。

書
院
か
ら
の
仰
せ
に
従
い
、
た
正
五
年

（
一
七
一
一七
）
以
降
、
毎
年
お
茶
五

斤
を
王
府
に
進
上
し
て
い
た
が
、
上
江
洲
家
に
伝
わ
る

『家
記
』
全

○
世
の
前

地
頭
上
江
洲
親
雲
上
智
俊
の
作
）
に
よ
れ
ば
、
祖
父
上
江
洲
親
雲
上
智
常
の
代
に

停
止
さ
れ
た
が
、
智
俊
の
代
に
父
の
上
江
洲
親
雲
上
智
篤
の
遺
言
に
よ
っ
て
再

び
茶
木
の
植
え
付
け
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
そ
の
智
俊
が
、
前
述
し

た
よ
う
に
同
治
三
年

（
一
人
六
四
）
に
惣
地
頭

へ
お
茶
を
進
上
し
、
褒
美
と
し

て
国
分
煙
草
を
拝
領
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
上
江
洲
家
で
は
自
製
の
お
茶
を
首
里
王
府
や
親
方
の
私
邸
に
送

っ
て
お
り
、
盛
永
筑
登
之
が
西
平
殿
内
と
富
盛
殿
内
に
お
茶
を
送

っ
た
の
も
、

こ
う
し
た
上
江
洲
家
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
。

た
だ
問
題
な
の
は
、
こ
れ
が
お
茶
を
進
上
す
る
際
に
取
り
付
け
ら
れ
た
荷
札

だ
と
す
れ
ば
、
何
故
送
り
先
で
あ
る
首
里
の
殿
内
で
は
な
く
上
江
洲
家
に
伝
世

し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
送
る
つ
も
り
で
荷
札
を
用
意
し
た
が
何
ら
か
の

事
由
で
見
合
わ
せ
た
の
か
、
控
え
な
い
し
は
見
本
と
し
て
同
じ
も
の
を
二
つ
作

成
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
先
方
か
ら
容
器
と
と
も
に
送
り
返
さ
れ
て
き
た
の
か
、

今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
琉
球
王
府
時
代
に
個
人
（家
）
レ
ベ
ル
の
進
上
物
に
木
簡

が
用
い
ら
れ
た
事
例
と
し
て
興
味
を
引
く
。

一
一　
史
料

に
み
え

る
琉
球
国

の
冊
書

中
国
に
お
い
て
紙
が
普
及
す
る
以
前
、
短
冊
型
の
木
や
竹
の
簡
を
編
綴
し
た

冊
書
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
魏
晋
南
北
朝
以
降

は
長
い
文
章
は
紙
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
冊
書
は
姿
を
消
す
。
た
だ
唐
代

の
玄
宗
皇
帝
の
封
禅
の
礼
を
行

っ
た
時
の
玉
冊
（漢
白
玉
製
の
冊
）
や
、
哀
帝
（唐

王
朝
最
後
の
皇
帝
）
の
即
位
の
時
の
玉
冊
が
残

っ
て
お
り
、
儀
礼
の
場
に
お
い
て

そ
の
慣
習
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
、　
一
七
七

一
年
（明
和
八
）
の
後
桃
園
天
皇
即
位
に
際
し
、
伊
勢
神

宮
に
奉
幣
を
行

っ
た
時
の
紙
製
の
短
冊
に
記
さ
れ
た
宣
命
が
存
在
し
、
ま
た
位

記
の
書
様
を
記
し
た
木
簡
も
残

っ
て
い
る
が
、
冊
簡
の
出
土
例
は
な
く
、
明
確

に
冊
書
の
存
在

・
使
用
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

（岸

俊
男

「宣
命
簡
」
令
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、　
一
九
八
八
年
Ｖ
。

と
こ
ろ
が
琉
球
国
に
お
い
て
冊
書
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
史
料



が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
陶
宗
儀
の

『書
史
会
要
』
巻
人
に
み
え
る
次
の
記
事
で

あ
る
。流

求
国
職
二
貢
中
華
一、所
レ上
表
、
用
レ木
為
レ簡
。
高
人
寸
許
、
厚
三
分
、

濶
五
分
、
飾
以
レ孫
釦
以
レ錫
、
貫
以
レ革
。
而
横
行
刻
三
宇
於
其
上
（
其
字

確
類
二
科
斗
書
・。

こ
の
史
料
は
、
琉
球
国
の
文
字
に
関
連
し
て
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
上
表
の
時
期
に
つ
い
て
和
田
清
は
、
陶
宗
儀
が
元
代
に
生

ま
れ
明
初
ま
で
生
き
の
び
た
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
琉
球
が
明
の
招
諭
に
応

じ
て
初
め
て
入
貢
し
た
洪
武
五
年

（
三
二
七
二
）
の
こ
と
と
し
て
い
る

（「琉
球

台
湾
の
名
称
に
就
い
て
」
令
東
方
学
報
』

一
四
Ｖ
。
こ
こ
で
は
流
求

（琉
球
）
国
と

あ
る
が
、
当
時
の
琉
球
は
三
山
に
分
か
れ
て
お
り
、
洪
武
五
年
は
そ
の
う
ち
の

中
山
の
入
貢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『太
祖
実
録
』
洪
武
五
年

一
二
月
壬
寅
条
に

は

「楊
載
使
二
瑠
球
国
・。
中
山
王
察
度
、
遺
二
弟
泰
期
等
一、
奉
レ表
貢
二
方
物
Ｌ

と
み
え
て
い
る
。
続
い
て
洪
武

一
三
年
に
は
南
山
、
洪
武

一
六
年
に
北
山
が
そ

れ
ぞ
れ
初
め
て
入
貢
し
た
が
、
以
後
、
三
山
と
も
入
貢
の
度
に
表
を
奉
じ
て
い

る

（和
四
久
徳

「明
実
録
の
沖
縄
史
料
」
令
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
第

二
四
巻
第
二
分
冊
》
。
し
た
が

っ
て
、
洪
武
五
年
に
限
定
す
る
よ
り
も
、
藤
田

豊
人
が
述
べ
る
よ
う
に
明
初
の
頃
と
幅
を
持
た
せ
て
お
い
た
方
が
無
難
で
あ
ろ

つヽ

令
琉
求
人
南
洋
通
商
の
最
古
の
記
録
」
令
史
学
雑
誌
』
二
八
ノ
八
し
。

こ
の
史
料
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
は
、
専
ら
横
書
き
の
科
斗
書
に
つ
い
て
な

さ
れ
て
き
た
。　
一
七

一
九
年
に
尚
敬
王
冊
封
の
た
め
副
使
と
し
て
来
琉
し
た
徐

楳
光
の

『中
山
伝
信
録
』
や
伴
信
友
の

『中
外
経
緯
伝
草
稿
』
は
、
科
斗
書
を

仮
名
と
解
し
て
お
り
、
真
境
名
安
興
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る

（『沖
縄
一
千
年

史
も
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
波
普
鉄
や
藤
田
豊
人
は
南
洋
系
の
文
字
で
は
な
い
か

と
し
て
い
る

（伊
波

「琉
球
に
固
有
の
文
字
あ
り
し
や
」
令
古
琉
球
』
所
収
〉
お
よ
び

藤
田
前
掲
論
文
）。
ま
た
和
田
清
は
、
「貫
以
革
而
横
行
刻
字
於
其
上
」
の
箇
所

は

「貫
以
レ革
而
横
行
。
刻
二
字
於
其
上
こ

と
読
む
べ
き
と
し
て
、
科
斗
書
が

草
体
の
平
仮
名
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る

（前
掲
論
文
）。

し
か
し
文
字
の
問
題
と
は
別
に
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
「木
を
用
い
て
簡

を
為
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
木
簡
に
他
な
ら

な
い
。
ま
た

「貫
く
に
草
を
以
て
す
」
と
あ
る
の
は
簡
を
草
で
編
綴
し
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
が
冊
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
「飾
る
に
承
（漆
）

を
以
て
し
、
釦
む
る
に
錫
を
以
て
し
」
と
い
う
か
ら
、
木
簡
に
は
漆
が
塗
ら
れ
、

錫
を
ち
り
ば
め
る
な
ど
、
丁
重
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
琉
球
国
に
製
紙
技
術
が
伝
わ
っ
た
の
は
康
熙
二
五
年

（
三
ハ
八
上◇

の
こ
と
で
、
『琉
球
国
由
来
記
』
お
よ
び

『球
陽
』
に
は
、
大
見
謝
筑
登
之
親

雲
上
憑
武

（関
忠
勇
）
が
薩
州
へ
行
き
草
野
五
右
衛
門
か
ら
造
紙
の
法
を
学
び
、

帰
国
後
に
杉
原

・
百
田
紙
を
漉
い
た
と
あ
る
。
た
だ

一
七
世
紀
後
半
以
前
の

『お
も
ろ
さ
う
し
』
や
辞
令
書
が
残
っ
て
お
り
、
琉
球
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
全

く
紙
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
紙
は
必
要
に
応
じ
て
中

国
や
日
本
か
ら
入
手
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

（上
江
洲
敏
夫

「琉
球
紙
の
歴

史
」
『沖
縄
の
紙
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、　
一
九
八
二
年
）。
し
か
し

一
四
世
紀
後
半
頃
は
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恐
ら
く
紙
に
代
わ
る
書
写
材
料
と
し
て
木
簡
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
例
え
ば
高
暦

一
三
年

（
一
五
八
五
年
）
重
修
の

『温
州
府
志
』
巻

一
人
に

は
、
元
の
仁
宗
の
延
祐
四
年

（
〓
三

七
）
六
月
に
温
州
永
嘉
縣
め
燕
宮
に
漂

着
し
た
婆
羅
公
管
下
の
密
牙
古
人
の

「内

一
人
、
携
コ
帯
小
木
刻
宇
一
長
短
不

レ等
。
計
三
十
五
根
。
上
刻
工
記
圏
茎
〔
不
レ成
二字
様
こ

と
あ
る
。
こ
こ
に
み

え
る
密
矛
古
人
は
藤
田
豊
人
が
指
摘
し
た
よ
う
に
琉
球
諸
島
の
宮
古
島
の
人
で

あ
る
が
（藤
日
前
掲
論
文
）、
そ
の
一
人
が
三
五
枚
の
刻
字
木
簡
を
携
帯
し
て
い

た
と
い
う
。
刻
字
さ
れ
た
も
の
は
宇
体
を
な
さ
ず
、
長
さ
も
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
刻
字
さ
れ
た
内
容
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
本
筒
の
用
途
に
つ
い
て
は
、

こ
の
記
事
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
木
簡
を
所
持
し
て
い
た
人
物
は
漂
流
し

た

一
行
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
通

商
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
元
代
に
木
簡
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
明
初
に
お
け
る

琉
球
国
の
上
表
文
も
木
簡
に
書
か
れ
た
可
能
性
は
高
く
、
か
つ
そ
れ
が
比
較
的

長
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
冊
書
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
想
定

さ
れ
て
よ
い
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
日
本
の
木
簡
研
究
史
上
き
わ
め
て
注
目
に

値
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ

『書
史
会
要
』
以
外
に
傍
証
史
料
は
み

あ
た
ら
な
い
。




